
 

 

別記２ 

 

土地鑑定評価依頼事務要領 

 

（昭和４９年５月９日通達） 

 

 （趣旨） 

第１条 埼玉県の県土整備部及び都市整備部所管の公共事業に必要な土地等について適用する埼玉県

県土整備部・都市整備部の公共用地の取得に伴う損失補償基準（平成１６年県土整備部長（以下「部

長」という。）制定、以下「基準」という。）及び埼玉県県土整備部・都市整備部の公共用地の取

得に伴う損失補償基準細則（平成１６年部長制定、以下「基準細則」という。）並びに埼玉県県土

整備部・都市整備部の公共用地の取得に伴う損失補償取扱要領（平成１６年部長制定、以下「取扱

要領」という。）に定めるところにより適正な補償を行うための基礎資料として、埼玉県県土整備

部・都市整備部用地事務取扱要綱（昭和４５年土木部長制定）第５条及び第４０条の２の規定によ

る土地等の鑑定評価を徴するときの手続きについては、別に定めるほか、この要領の定めるところ

による。 

 （評価依頼の相手方の選定） 

第２条 所長は、土地等の鑑定評価を徴しようとするときは、不動産の鑑定評価に関する法律（昭和

３８年７月１６日法律第１５２号）第２条第３項に規定する不動産鑑定業者（以下「不動産鑑定業

者」という。）で次の各号に該当しないものを相手方として選定するものとする。 

 一 鑑定評価を依頼する土地等（以下「評価依頼地」という。）の所有者又は評価依頼地に関して

所有権以外の権利を有する者（法人にあっては、その役員（業務を執行する社員、取締役又はこ

れらに準ずる社員をいう。以下この条において同じ。）が当該評価依頼地の所有者又は当該評価

依頼地に関して所有権以外の権利を有する者である場合を含む。） 

 二 前号に掲げる者の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族、同居の親族、代理人又は保佐人

（以下この号において「配偶者等」という。）である者（法人にあっては、その役員が前号に掲

げる者の配偶者等である場合を含む。） 

 三 前２号に掲げる者のほか、評価依頼地の評価の公正を妨げる事情があると認められる者 

 四 鑑定評価の実績等からみて著しく不適当と認められる者 

 （評価依頼地） 

第３条 評価依頼地は、次のとおりとする。 

 一 基準細則第２第６項に規定する標準地（取扱要領別記１土地評価事務処理要領第５条の規定に

より選定した標準地）及びその他の地域内の土地 

 二 取扱要領第２第１項ただし書きに基づき直接鑑定評価する土地 

  三 基準第３２条及び取扱要領別記３区分所有建物敷地取得補償実施要領により評価する区分所有

権等 

 四 埼玉県県土整備部・都市整備部用地事務取扱要綱第５条の規定により事業認定等において評価

する土地 

 五 その他、不動産鑑定業者から鑑定評価を徴することが適当であると認められる土地等 



 

 

 （評価依頼の手続き） 

第４条 所長は、不動産鑑定業者に土地等の鑑定評価を依頼しようとするときは、依頼しようとする

土地等の価格を地価公示法（昭和４４年６月２３日法律第４９号）により公示された標準地の価格

（公示価格）、国土利用計画法施行令（昭和４９年１２月２０日政令第３８７号）による基準地の

標準価格（基準地価格）又は過去の買収価格等により推定し第５条に定める鑑定報酬額を算定した

上で、埼玉県財務規則（昭和３９年３月３１日規則第１８号）第７９条又は第８０条の規定に従い、

第８条に定める依頼書又は契約書により行うものとする。なお、依頼書により鑑定評価を依頼する

場合は、承諾書を不動産鑑定業者から提出させるものとする。 

２ 所長は、前項による鑑定評価依頼の後、鑑定報酬額が、依頼書による依頼にあっては埼玉県財務

規則第８０条第１項第１号に定める金額以上となる場合、契約書による依頼にあっては契約書に記

載された金額と異なることとなる場合は、不動産鑑定業者から鑑定報酬額に変更が生じる旨の申出

書を提出させ、内容を確認の上、次の事務処理を行うものとする。 

  一 依頼書による鑑定評価依頼にあっては、速やかに契約書の取り交わしを行うものとする。この

場合の契約締結日は前項に定める承諾書を受領した日とする。 

  二 契約書による鑑定評価依頼にあっては、速やかに鑑定報酬額の変更契約を締結するものとする。 

３ 所長は、必要に応じて、依頼書又は契約書に評価依頼地に関する次の各号に掲げる資料を添付す

るものとする。 

 一 縮尺２５，０００～５０，０００分の１程度の位置図（管内図等） 

 二 縮尺２５０～６００分の１程度の地図（公図、用地実測図原図、用地平面図、残地部分の求積

を行った用地実測図） 

 三 その他、鑑定評価に必要となる書類（例：不動産登記簿、区分所有建物管理規約・区分所有建

物図面、区分所有建物の当初販売価格表等） 

４ 所長は、価格の変動率を求めるときなど、必要に応じて不動産鑑定業者の意見書を徴する場合の

手続きについては、本条第１項及び第２項に準じて行うものとする。 

 （鑑定報酬額） 

第５条 不動産鑑定業者に鑑定評価を依頼する場合の鑑定報酬額については、用地課長が別に定める

鑑定報酬単価によるものとする。 

 （評価依頼地の確認） 

第６条  所長は、鑑定評価を行う者に対して、あらかじめ現地において立ち会いを求め、評価依頼地

の現況を確認させるものとする。 

 （鑑定評価書等の検査等） 

第７条 所長は、不動産鑑定業者から鑑定評価書の提出を受けたときは、当該鑑定評価書に記載され

ている内容が依頼書又は契約書による評価条件等に適合しているか否かを確認するため、必要な検

査をしなければならない。 

２ 所長は、前項の規定による検査の結果、不動産鑑定業者が依頼書又は契約書による評価条件等に

適合した鑑定評価を行つていないときは、当該不動産鑑定業者に対して再鑑定評価を求め、又は鑑

定評価格の決定理由の不備の補完若しくは採用した評価に関する資料、鑑定評価の手順等に関する

事項の追加を求めるものとする。 

 （様式等） 

第８条 この要領に定める様式は、別記によるものとする。ただし、定めのない様式は、必要に応じ



 

 

て所長が適宜作成するものとする。 

 （その他の運用等） 

第９条  この要領に関する細部の運用等については、別途用地課長が定めることができるものとする。 

 

   附 則 

 この要領は、平成６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成１２年４月１日から施行する。 

      附 則 

 この要領は、平成１３年４月１日から施行する。 

      附 則 

 この要領は、平成１４年４月１日から施行する。 

      附 則 

 この要領は、平成１６年４月１日から施行する。 

      附 則 

 この要領は、平成１７年４月１日から施行する。 

 

 

 

第８条に規定する別記様式一覧 

 

  様式第１号（第４条第１項関係）土地鑑定評価依頼書 

  様式第２号（第４条第１項関係）承諾書（土地鑑定依頼関係） 

  様式第３号（第４条第２項関係）鑑定報酬額届出書（受託者→依頼者） 

  様式第４号（第４条第１項関係）土地鑑定評価依頼契約書 

  様式第５号（第４条第１項関係）区分所有権等鑑定評価依頼書 

  様式第６号（第４条第１項関係）承諾書（区分所有権等鑑定依頼関係） 

  様式第７号（第４条第１項関係）区分所有権等鑑定評価依頼契約書 

  様式第８号（第４条第２項関係）    鑑定評価依頼契約書の一部変更契約書 

  様式第９号（第４条第４項関係）変動率調査依頼書 

  様式第１０号（第４条第４項関係）標準家賃等調査依頼書 

  様式第１１号（第４条第４項関係）承諾書（変動率、標準家賃等調査依頼関係） 

 

 


